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特定健康診査及び特定保健指導実施計画書 

三菱電機健康保険組合 
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2/5 

1． 背景及び趣旨 

我が国は、急速な少子高齢化、経済の低成長への移行、疾病構造の変化など、大きな環境変化に直面して

いる。今まで築いてきた国民皆保険制度を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため

には、その構造改革が急務である。 

国民の実態を見ると、高齢化の急速な進展と生活習慣病の増加により、生活習慣病が死亡原因の約 6割を

占め、国民医療費の約 3割を占めている。 

生活習慣病の予防対策を進め、発症を予防することができれば、通院患者を減らすことができ、国民の生

活の質の維持及び向上を図りながら医療費の伸びの抑制を実現することが可能となる。 

このような状況に対応するため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、保険者は被保険者及び被

扶養者に対し、生活習慣病に関する健康診査（特定健康診査）及びその結果により健康の保持に努める必要

がある者に保健指導（特定健康指導）を実施することとされた。 

 本計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第 19条に基づき、特定健康診査及び特定保健指導の実施方法

に関する基本的な事項、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に係る基本的事項

について定めるものである。 

 

2．特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項 

（1）特定健康診査の基本的考え方 

特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的として、メタボリックシンドロームに着目

し、生活習慣を改善するための特定保健指導を必要とする者を的確に抽出するために行うものである。 

メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積による体重増加が、様々な疾患

の原因となることをデータで示すことができるため、健診受診者にとって生活習慣の改善に向けての明確な

動機付けができるようになる。 

 

（2）特定保健指導の基本的考え方 

保健指導の目的は、糖尿病等の生活習慣病に移行させないことである。対象者自身が健診結果を理解して、

適度な運動やバランスのとれた食事の習慣化など、自ら生活習慣を変えることができるように支援すること

にある。 

 

3．達成目標 

（1）特定健康診査の実施に係る目標 

第 2期の実績を踏まえ、2023年度における特定健康診査の実施率を 86.0％とする。この目標を達成する

ために、2018年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

＜目標実施率＞                                         （％） 

対象者 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 
一般被保険者 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
特例退職被保険者 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0 72.0 
任意継続被保険者 68.0 70.0 73.0 75.0 78.0 80.0 
被扶養者 56.0 58.0 60.0 61.0 63.0 65.0 

合計 81.0 82.0 83.0 84.0 85.0 86.0 

 

（2）特定保健指導の実施に係る目標 

第 2期の実績を踏まえ、2023年度における特定保健指導の実施率を 66.0％とする。この目標を達成する

ために、2018 年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

＜目標実施率＞                                     （％） 

対象者 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 
一般被保険者 80.0 81.0 82.0 83.0 84.0 85.0 
特例退職被保険者 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
任意継続被保険者 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.0 
被扶養者 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

合計 63.0 63.0 64.0 65.0 66.0 66.0 

※特例退職被保険者及び被扶養者の指導は、動機付け支援のみを実施していく予定。  
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4．特定健康診査等の対象者数 

（1）特定健康診査の対象者数（推計） 

＜一般被保険者＞ 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 
40歳以上対象者 60,328 61,839 63,389 64,977 66,605 68,274 
目標実施率（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
目標実施数 60,328 61,839 63,389 64,977 66,605 68,274 

  ＜特例退職被保険者＞ 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 
40歳以上対象者 15,321 14,683 14,071 13,485 12,923 12,385 
目標実施率（％） 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0 72.0 
目標実施数 10,204 9,938 9,676 9,418 9,165 8,917 

＜任意継続被保険者＞ 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 
40歳以上対象者 1,390 1,395 1,401 1,407 1,412 1,418 
目標実施率（％） 68.0 70.0 73.0 75.0 78.0 80.0 
目標実施数 944 982 1,019 1,057 1,096 1,134 

＜被扶養者＞ 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 
40歳以上対象者 38,139 37,700 37,265 36,835 36,411 35,991 
目標実施率（％） 56.0 58.0 60.0 61.0 63.0 65.0 
目標実施数 21,360 21,792 22,211 22,618 23,012 23,394 

＜合計＞ 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 
40歳以上対象者 115,178 115,617 116,126 116,704 117,351 118,068 
目標実施率（％） 81.0 82.0 83.0 84.0 85.0 86.0 
目標実施数 92,837 94,551 96,295 98,070 99,878 101,720 

 

 

（2）特定保健指導の対象者数（推計）  

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 
40歳以上対象者 115,178 115,617 116,126 116,704 117,351 118,068 
動機付け支援対象者 7,084 7,253 7,426 7,603 7,784 7970 
実施率（％） 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 
実施数 3,920 4,081 4,248 4,420 4,598 4,782 
積極的支援対象者 5,837 5,863 5,889 5,915 5,942 5,968 
実施率（％） 71.0 72.0 73.0 74.0 74.0 75.0 
実施数 4,163 4,225 4,287 4,350 4,413 4,476 
保健指導対象者計 12,921 13,116 13,315 13,518 13,726 13,938 

 

5．特定健康診査等の実施方法 

（1）特定健康診査 

①一般被保険者の受診方法 

事業主が行う労働安全衛生法第 66条に基づく定期健康診断と併せて実施する。 

 

②特例退職・任意継続被保険者及び被扶養者の受診方法 

全国約 2,000 の医療機関と契約する委託機関や、巡回健診（中部・関西地区及びレディース健診）及

び一部の事業所で実施している集団健診等で受診する。また、集合契約による受診制度及び現行の生

活習慣病健診補助申請制度も継続する。なお、受診率向上策として対象者には受診案内を個別通知す

るため、毎年 2月に各事業所宛に住所、電話番号調査を実施する。 

健診の各種受診勧奨施策も引き続き積極的に取り組む。 
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③実施項目 

実施項目は、以下の項目とする。 

ア.一般被保険者 

(1)既往歴・業務歴の調査  (2)自他覚症状の有無  (3)身長  (4)体重  (5)腹囲 (6)視力  

(7)聴力 (8)胸部Ｘ線検査  (9)血圧  (10)尿検査（糖・蛋白・潜血） 

(11)血液一般検査：貧血検査（RBC･Hb･Ht）、その他（WBC･PLT） 

(12)血液生化学検査：肝機能系（GOT･GPT･γ-GTP）、脂質系（LDL-CHO･TG･HDL-CHO･T-CHO）、 

腎・痛風系（UA、CRE、）、血糖検査（GLUただし、HbA1cで代用可） 

(13)心電図検査 

(14)眼底検査（両眼、5才間隔毎） 

(15)胃部Ｘ線検査（ただし、Ｘ線不可な場合に限ってペプシノーゲン法又は ABC検診を用いる） 

(16)大腸がん（便潜血検査 、少なくとも 2回法を用いる） 

(17)前立線がん「腫瘍マーカーPSA」（55才以上） 

(18)腹部超音波検査（推奨項目） 

(19)婦人科検診 

① 乳がん検査（35 才以上）：触診法のみは推奨しない。マンモグラフィー（Ｘ線）また

はエコー（超音波検査）を併用することを推奨する。 

② 子宮頚がん検査（全女性）：産婦人科医が採取する方法を推奨する。ただし、産婦人

科医の協力を得られない場合は自己採取法でも止むを得ない。 

(20)骨密度測定（女性のみ。ただし、25、35、45、55才時） 

※下線部は、労働安全衛生法第 66条に基づく定期健康診断項目 

 

イ.特例退職･任意継続被保険者及び被扶養者 

特定健康診査必須項目を含む任意の健診項目を実施する。   

 

④実施時期 

ア.一般被保険者 

事業所の計画により、年間を通して順次実施する。 

イ.特例退職･任意継続被保険者及び被扶養者 

実施時期は通年とする。 

 

⑤健診結果の入手方法 

ア.一般被保険者 

高齢者医療確保法第 27条に基づき、電子データ又は紙媒体（写し）を事業主から入手する。 

イ.特例退職･任意継続被保険者及び被扶養者 

個別契約による受診分は委託先から入手する。 

集合契約による受診分については、健保連共同システムから入手する。 

補助申請制度による受診の場合、補助申請時の健診結果提出により入手する。 

 

⑥生活習慣病健診費用補助 

ア.一般被保険者 

③項の第 66条に基づく定期健康診断項目を除く健診費用として、25,000円（税別）を上限に、事 

業主に補助する。 

イ.特例退職･任意継続被保険者 

  特定健診必須項目を含む健康診断に対して、25,000円（税別）を上限に、被保険者に補助する。 

ウ.被扶養者 

  特定健診必須項目を含む健康診断に対して、23,000円（税別）を上限に、被保険者に補助する。 
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（3）特定保健指導 

①一般被保険者（現役従業員）の実施方法 

情報提供は、健診結果にコメントを付して行う。特定保健指導は、全対象者に対して原則就業時間中

に実施（原則実施期間 6 ヶ月以上）する。 

ア.健康増進センター設置事業所 

総務担当部長（健康管理部門長）が産業医の意見を求め、健康増進センター又は委託先機関の産業

保健スタッフ（保健師・看護師・管理栄養士）が実施する。 

イ.健康増進センター非設置事業所 

総務担当部長（健康管理部門長）が産業医の意見を求め実施する。特定保健指導は、委託先機関の保

健師、管理栄養士等が実施し、事業所総務部門には、日程調整・会場確保・スケジュール管理等の協

力を仰ぐ。 

 

②特例退職･任意継続被保険者及び被扶養者の実施方法 

委託先機関の保健師、管理栄養士等が実施（原則実施期間 6ヶ月以上）する。なお、前期高齢者につ

いては、委託先機関の保健師等による「自宅への訪問健康指導事業」とあわせて実施する。 

 

③実施時期 

ア.一般被保険者 

事業所の計画により、年間を通して順次実施する。 

イ.特例退職･任意継続被保険者及び被扶養者 

実施時期は通年とする。 

 

④保健指導結果の入手方法 

健康増進センターが実施の場合は、保健指導支援システムより、委託先機関の実施の場合は、電子デー

タにより入手する。 

  

（4）周知・案内方法 

周知は、健保広報誌アントレ等に掲載するとともにホームページに掲載して行う。 

案内は、一般被保険者（現役従業員）に対しては、事業主経由で案内する。特例退職･任意継続被保険者

及び被扶養者に対しては、順次、対象者宛に個別に通知する。 

  

6．個人情報の保護 

  特定健康診査及び特定保健指導に関するデータについては、5年間保存とし、基本的には厚生労働省が示

す「健康保険組合における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」及び「三菱電機健康保険組合

個人情報管理規程」に基づき保管・管理を行う。具体的には、健康保険組合連合会のデータ管理システムに

データを保管し、その管理を健康保険組合連合会に委託する。 

  委託先の健診・保健指導機関の契約遂行状況を適切に把握するために、監査を定期的に実施する。 

 

7．特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 本計画は、ホームページに公開し周知する。 

 

8．特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

 毎年評価を行い、目標と大きく乖離した場合、又は、その他必要に応じて見直しを行う。 

以上 


